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消費者庁食品表示課 

 

特別用途食品たる経口補水液の適切な使用方法について 

（周知依頼） 

  

日頃より消費者行政の推進に御協力いただき、厚く御礼申し上げます。 

令和５年５月 19日、「特別用途食品の表示許可等について」（令和元年９月９

日消食表第 296 号消費者庁次長通知）の一部改正により、特別用途食品の病者

用食品として「経口補水液」の許可区分が新設されました。病者用食品として許

可された経口補水液は、令和５年度末時点では 11 製品（許可基準型※１４製品、

個別評価型※２７製品）でしたが、令和７年度末時点では 44製品（許可基準型 19

製品、個別評価型 25製品）と増加しています。 

※１ 許可基準型：感染性胃腸炎による下痢・嘔吐の脱水状態の際に、水・電解質の補給のため

に利用できる経口補水液 

※２ 個別評価型：個別評価により「熱中症に適した」など許可基準型以外の表示が許可された

経口補水液 

 

つきましては、これから気温の高い日が続く時期となるため、貴管下関係者に

対して、経口補水液について消費者が正しく理解し、適切に使用できるよう、周

知の御協力を賜りますようお願い申し上げます。 

経口補水液の正しい使い方や使用上の注意については、消費者庁ウェブサイ

ト「経口補水液ってなに？」に動画やパンフレットを掲載しています。また、こ

の度、公益財団法人日本健康・栄養食品協会より熱中症の対処に有用な経口補水

液の適切な使用方法に関するリーフレットを作成した旨、別添のとおり情報提

供がありましたので、参考として添付いたします。 

 

 



（参考） 

経口補水液(けいこうほすいえき)について | 消費者庁 

 

 

 

以上 
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保健表示室  

担当 日名子、吉田 

TEL:03-3507-9220 

Mail: g.eiyou@caa.go.jp 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_for_special_dietary_uses/oral_rehydration_solution


【別添】 
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